
招集ご通知
定時株主総会

第　126期

証券コード 6472

2025年6月25日(水曜日)
午前10時(受付開始：午前9時)

大阪市中央区平野町四丁目2番3号
オービック御堂筋ビル 2階
「オービックホール」

第1号議案　剰余金の配当の件
第2号議案　利益準備金の額の

減少の件
第3号議案　取締役12名選任の件

開催日時

開催場所

決議事項



企業理念

独創的技術の創造
客先及び最終消費者に適合した付加価値技術及びサービスの提供
着実な業績の伸長の下での社員の生活向上、株主への利益還元、社会への貢献
グローバリゼーションの推進と国際企業にふさわしい経営・企業形態の形成
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新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国際社会に貢献する

※ (ご参考)として記載している内容は、株主の皆様に当社グループをより理解していただくために、法律に定めのあるものに加えて記載して
いるものであります。

ごあいさつ

株主の皆様へ

取締役　代表執行役　執行役社長
CEO（最高経営責任者）

　株主の皆様には平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼

申しあげます。

　ここに、当社の第126期定時株主総会招集ご通知をお届け

いたします。

　株主の皆様には今後ともご支援とご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申しあげます。
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証券コード6472
2025年6月４日

株 主 各 位
大阪市北区中之島３丁目６番32号

取 締 役
執 行 役 社 長 鵜 飼 英 一

第126期定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
さて、当社第126期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置を

とっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.ntn.co.jp/japan/investors/meeting.html
ＩＲ情報/ＩＲ資料室/株主総会 第126期定時株主総会 に掲載しております。

【東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に
「ＮＴＮ(全角・半角いずれも可)」又は「コード」に「6472(半角)」を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当日のご出席に代えて、インターネット又は郵送により事前に議決権を行使いただくことができます。
事前に議決権を行使いただく場合は、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、３頁から５頁の「議

決権行使等についてのご案内」に記載の方法により、2025年6月24日（火曜日）の営業時間終了時（午後５時25
分）までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1．日 時 2025年６月25日（水曜日）午前 10時（受付開始：午前９時）

2．場 所 大阪市中央区平野町四丁目２番３号 オービック御堂筋ビル２階「オービックホール」

3．目的事項

報告事項 1．第126期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

2．第126期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 利益準備金の額の減少の件

第３号議案 取締役12名選任の件

本総会の招集にあたっての事項
◎電子提供措置事項に修正すべき事情が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項のうち、以下に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
【事業報告】会社の新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、

会社の支配に関する基本方針
【連結計算書類】連結株主資本等変動計算書、連結注記表
【計算書類】株主資本等変動計算書、個別注記表
会計監査人及び監査委員会は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎本総会の決議結果につきましては、書面による決議ご通知のご送付に代えて、本総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させ
ていただきます。

◎本総会の模様の一部は、後日、当社ウェブサイトにて動画配信を行う予定です。
なお、その他本総会の招集にあたっての事項は、３頁から５頁の「議決権行使等についてのご案内」に記載のとおりであり
ます。

以 上

◎ご出席の株主様へのお土産、お飲み物のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。



 詳細は４頁「インターネットによる議決権行使」をご参照ください。

 詳細は5頁「郵送による議決権行使」をご参照ください。
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事前に議決権
行使をされる
場合

インターネットによる議決権行使の場合

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従って
下記期限までに賛否をご入力ください。

行使期限 2025年6月24日（火）午後5時25分まで

郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、下記期限までに到着するよ
うご返送ください。

返送期限 2025年6月24日（火）午後5時25分到着分まで

当日ご出席の
場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年6月25日（水）午前10時 (受付開始：午前９時)

開催場所 大阪市中央区平野町四丁目2番3号
オービック御堂筋ビル2階「オービックホール」

◎当日は、お手数ながら本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎お体の不自由な株主様の同伴の方(手話通訳者を含む)、盲導犬、介助犬等はご入場いただけ
ます。



※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権
行使サイトログインQRコード」をスマートフォンで読み
取ります。

インターネットによる議決権行使に関する
お問い合わせ（ヘルプデスク）

ご注意事項

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

●  インターネットのご利用環境等によっては、議決権行使サイトをご利用いた
だけない場合があります。

●  株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知
いたします。

●  パソコン又はスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して
発生するインターネット接続料金・通信料金等は、株主様のご負担となりま
す。

表示されたURLを開くと議決権行使サイト
画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

お手元の議決権行使書
用紙の右下に記載され
た ｢ログインID｣ 及び
｢仮パスワード｣ を入力

｢次の画面へ｣ をクリック ｢ログイン｣ をクリック

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法　議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）

インターネットによる議決権行使
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事前の議決権行使方法のご案内

ただし、毎⽇午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休⽌します。
2025年６月24日（火）午後５時25分まで行使期限

1 2QRコードを読み取る 議決権行使方法を選ぶ

1 2議決権行使サイトへ
アクセスする（パソコンの場合）

ログインする

機関投資家の皆様へ 議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

（受付時間　午前９時から午後９時まで）

以降は画面の
案内に従って
賛否をご入力
ください。

以降は画面の
案内に従って
賛否をご入力
ください。

ログインID・
パ ス ワ ー ド
の入力が不要
です。

0120-173-027（通話料無料）
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議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえご返送ください。

こちらに、議案の賛否を
ご記入ください。

［議決権の行使の取扱いについて］

● 賛成の場合　　

▲

「賛」の欄に○印
● 反対の場合　　

▲

「否」の欄に○印
●  第３号議案について、一部の候補者

に反対する場合は「賛」の欄に○印
をご記入のうえ、反対する候補者の
番号を（　）内にご記入ください。

インターネットによる議決権行使に
必要となる、ログイン用QRコード、
ログインIDと仮パスワードが記載され
ています。

各議案について賛否の記入がない議決権行使書が提出された場合は、
賛成の意思があったものとさせていただきます。

郵送による議決権行使
2025年6月24日（火）
午後5時25分到着分まで行使期限

議案

こちらを切り取って
ご投函ください

● インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取
扱わせていただきますのでご了承ください。

● インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
また、パソコン、スマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、同様に最後に行使された内容を有効とさせて
いただきます。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

招集ご通知
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、将来の成長

のために必要な研究開発や設備投資等の資金を確保し、中長期的な視点から安定的に継続しつつ、経営成績に応じ
て実施することを基本方針としております。具体的にはキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、連結配当性向を
重視し決定することにしております。

期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、１株につき５円50銭（すでにお支払いしている中間配当金とあわせて年11

円）とさせていただきたいと存じます。
１ 配当財産の種類

金銭
２ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき ５円50銭
総額 2,923,864,966円

３ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月26日

第２号議案 利益準備金の額の減少の件
配当政策の機動性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき利益準備金の額を減少させていただき

たいと存じます。
１ 減少する利益準備金の額

8,639,422,927円（全額）
２ 利益準備金の額の減少の方法

利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたします。
３ 利益準備金の額の減少が効力を生じる日

2025年７月27日
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第３号議案 取締役12名選任の件
取締役12名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役12名

の選任をお願いいたしたいと存じます。
その候補者は以下のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における地位等 取締役会、委員会の

出席状況

１
う かい えい いち

鵜 飼 英 一 再任
取締役 代表執行役 執行役社長
指名委員会委員
報酬委員会委員

取締役会 15回 / 15回
指名委員会 5回 / 5回
報酬委員会 6回 / 6回

２
やま もと まさ あき

山 本 正 明 再任 取締役 代表執行役
報酬委員会委員

取締役会 15回 / 15回
報酬委員会 6回 / 6回

３
きの した しゅん ぺい

木 下 俊 平 再任 取締役 執行役 取締役会 15回 / 15回

４
たか はし こう じ

孝 橋 宏 二 新任 執行役

５
え がみ まさ き

江 上 正 樹 再任 取締役
監査委員会委員

取締役会 15回 / 15回
監査委員会 10回 / 10回

６
はり ま えつ

播 磨 悦 新任

７
かわ かみ りょう

川 上 良 再任 社外
社外取締役
指名委員会委員
監査委員会委員

取締役会 15回 / 15回
指名委員会 5回 / 5回
監査委員会 13回 / 13回

８
こ まつ ゆ り や

小 松 百合弥 再任 社外
社外取締役
取締役会議長
報酬委員会委員

取締役会 15回 / 15回
報酬委員会 6回 / 6回

９
むら こし あきら

村 越 晃 再任 社外
社外取締役
指名委員会委員長
報酬委員会委員

取締役会 15回 / 15回
指名委員会 5回 / 5回
報酬委員会 6回 / 6回

10
き たに やす お

木 谷 泰 夫 再任 社外
社外取締役
指名委員会委員
監査委員会委員長

取締役会 15回 / 15回
指名委員会 5回 / 5回
監査委員会 13回 / 13回

11
とう した たつ ひこ

塔 下 辰 彦 再任 社外 社外取締役
報酬委員会委員

取締役会 11回 / 11回
報酬委員会 5回 / 5回

12
わ だ ひろ み

和 田 浩 美 新任 社外

（注）取締役会、委員会への出席状況は、各候補者が取締役、委員に就任後に開催された当期の取締役会、委員会を対象と
しております。
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（ご参考）取締役候補者の主な経験分野（スキルマトリックス）
取締役候補者の主な経験分野は以下のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名

取締役に求める主な経験分野

企業経営 製造
技術
・

研究開発
営業

経営企画
・

事業企画
財務・管理

法務・
内部統制・
コンプライ
アンス

グローバル
経験 ＩＣＴ※

異業種の
経験
・

多様性

１
う かい えい いち

鵜 飼 英 一 ● ● ● ●

２
やま もと まさ あき

山 本 正 明 ● ● ● ●

３
きの した しゅん ぺい

木 下 俊 平 ● ● ●

４
たか はし こう じ

孝 橋 宏 二 ● ● ●

５
え がみ まさ き

江 上 正 樹 ●

６
はり ま えつ

播 磨 悦 ● ● ● ● ●

７
かわ かみ りょう

川 上 良 ● ●

８
こ まつ ゆ り や

小 松 百合弥 ● ● ● ● ●

９
むら こし あきら

村 越 晃 ● ● ● ● ● ● ●

10
き たに やす お

木 谷 泰 夫 ● ● ● ● ● ● ●

11
とう した たつ ひこ

塔 下 辰 彦 ● ● ● ● ●

12
わ だ ひろ み

和 田 浩 美 ● ● ● ●

※ＩＣＴ（Information and Communications Technology）：情報通信技術
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候補者番号

１
う かい えい いち

鵜飼 英一 （1957年２月１日生）

取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
指名委員会出席状況 5回/ 5回 （100％）
報酬委員会出席状況 6回/ 6回 （100％）

再任

所有する当社株式の数
200,600株
取締役在任期間

８年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2001年４月 当社岡山製作所品質保証部長
2003年２月 当社磐田製作所品質保証部長
2005年１月 当社品質管理部長
2006年２月 当社宝塚製作所品質保証部長
2007年１月 当社宝塚製作所副所長

(兼）品質保証部長
2009年２月 当社品質管理部長
2011年４月 当社執行役員

2014年４月 当社常務執行役員
2017年６月 当社取締役（現任）
2019年６月 当社執行役常務
2021年４月 当社執行役社長（現任）
現在の担当等
ＣＥＯ（最高経営責任者）
(兼）グループ経営本部長
指名委員会委員
報酬委員会委員

取締役候補者とした理由等
鵜飼英一氏は、品質部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績をもとに、グローバルに
事業を展開する当社の経営に関する十分な知見等を有しており、2021年４月から当社執行役社長と
しての職務を遂行しております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を
図るべく、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

２
やま もと まさ あき

山本 正明 （1961年３月17日生）
取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
報酬委員会出席状況 6回/ 6回 （100％）

再任

所有する当社株式の数
74,200株

取締役在任期間
３年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1986年４月 当社入社
2007年10月 当社財務本部財務経理部長
2011年４月 当社経営戦略本部経営管理部長
2013年12月 当社財務本部経営管理部長

(兼）関係会社管理部長
2014年８月 当社中国地区副総支配人

恩梯恩（中国）投資有限公司董事
2015年４月 当社執行役員

2019年６月 当社執行役（現任）
2022年６月 当社取締役（現任）
現在の担当等
ＣFＯ（最高財務責任者）
欧州·アフリカ州地区担当
報酬委員会委員

取締役候補者とした理由等
山本正明氏は、財務部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見等を
有しております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締
役として選任をお願いするものであります。



株主総会参考書類
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候補者番号

３
きの した しゅん ぺい

木下 俊平 （1962年１月13日生）
取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）

再任

所有する当社株式の数
67,400株

取締役在任期間
２年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1988年４月 当社入社
2009年３月 S.N.R. ROULEMENTS

(現NTN Europe S.A.）部長
2013年11月 NTN TRANSMISSIONS

EUROPE副社長
2014年10月 当社財務本部副本部長
2018年４月 当社中国地区副総支配人

(兼)恩梯恩(中国)投資有限公司
副総経理

2021年４月 当社経営戦略本部副本部長
(兼）経営企画部長

2022年４月 当社執行役（現任）
2023年 6 月 当社取締役（現任）
現在の担当等
グループ経営本部副本部長
経営戦略部・カーボンニュートラル戦略推進
部・米州地区担当

重要な兼職の状況
NTN USA CORP. 取締役会長

取締役候補者とした理由等
木下俊平氏は、海外部門、財務部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見等を
有しております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締
役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

４
たか はし こう じ

孝橋 宏二 （1960年10月21日生）

新任

所有する当社株式の数
43,237株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1983年４月 当社入社
2010年２月 当社経営戦略本部ＩＲ·広報部長
2015年４月 当社経営戦略本部副本部長

(兼）広報 ·ＩＲ部長
(兼）情報企画部長

2016年４月 当社経営戦略本部副本部長
(兼）情報企画部長

2020年４月 当社情報企画部長
2022年４月 当社執行役（現任）
現在の担当等
グループ経営本部副本部長
コーポレート·コミュニケーション部・ＩＣＴ
戦略部担当

取締役候補者とした理由等
孝橋宏二氏は、広報 ·ＩＲ部門、ＩＣＴ部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い
知見等を有しております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべ
く、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

５
え がみ まさ き

江上 正樹 （1957年12月26日生）
取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
監査委員会出席状況 10回/ 10回 （100％）

再任

所有する当社株式の数
64,400株

取締役在任期間
４年11カ月

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1980年４月 当社入社
2009年７月 当社要素技術研究所長
2011年４月 当社先端技術研究所長
2012年４月 当社環境･知財部長
2012年８月 当社環境･知財部長

(兼）商品化戦略部長
2014年４月 当社自動車事業本部副本部長
2014年10月 当社商品開発研究所長

2015年４月 当社執行役員
2017年４月 当社常務執行役員
2019年６月 当社執行役

(2024年３月退任）
2020年７月 当社取締役（現任）
現在の担当等
監査委員会委員

取締役候補者とした理由等
江上正樹氏は、技術・研究部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見等を有し
ております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役と
して選任をお願いするものであります。

候補者番号

６
はり ま えつ

播磨 悦 （1959年４月３日生）

新任

所有する当社株式の数
96,200株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1983年４月 当社入社
2007年１月 当社品質管理部長
2009年２月 当社磐田製作所品質保証部長
2010年10月 当社岡山製作所副所長

(兼）品質保証部長
2011年６月 当社自動車事業本部副本部長

(兼）岡山製作所長

2011年７月 当社自動車事業本部副本部長
(兼）岡山製作所長
(兼）株式会社ＮＴＮ赤磐製作所
社長

2011年10月 当社執行役員
2021年４月 当社執行役

(2025年３月退任）

取締役候補者とした理由等
播磨悦氏は、事業部門、品質部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見等を有
しております。その経験や知見等を経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、新たに
取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

７
かわ かみ りょう

川上 良 （1967年10月１日生）

取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
指名委員会出席状況 5回/ 5回 （100％）
監査委員会出席状況 13回/ 13回 （100％）

再任 社外

所有する当社株式の数
0株

取締役在任期間
６年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1999年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

大阪西総合法律事務所（現弁護士
法人大阪西総合法律事務所）入所

2011年４月 大阪大学大学院高等司法研究科
特任教授

2015年６月 当社社外監査役
2019年６月 当社社外取締役（現任）
2020年４月 大阪大学大学院高等司法研究科

教授（2023年３月退官）

2024年４月 弁護士法人大阪西総合法律事務所
代表社員（現任）

現在の担当等
指名委員会委員
監査委員会委員

重要な兼職の状況
弁護士（弁護士法人大阪西総合法律事務所代表
社員）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
川上良氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通する弁護士としての豊
富な経験に基づく幅広い知見等を有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言等、職務
を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を
図ることが期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

８
こ まつ ゆ り や

小松 百合弥 （1962年10月18日生）
取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
報酬委員会出席状況 6回/ 6回 （100％）

再任 社外

所有する当社株式の数
10,000株

取締役在任期間
４年11カ月

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1986年４月 野村證券株式会社入社
1988年４月 クレディスイス信託銀行株式会社

入行
1990年４月 スパークス投資顧問株式会社

(現スパークス・グループ株式
会社）入社

1996年５月 The Dreyfus Corporation入社
1999年12月 Fiduciary Trust Company

International入社
2000年９月 インテラセット株式会社入社
2004年11月 Worldeye Capital Inc.入社
2006年６月 Olympus Capital Holdings

Asia入社
2010年７月 大和クオンタム・キャピタル

株式会社入社
2010年８月 大塚化学株式会社執行役員

(2012年12月退任）
2012年８月 株式会社ドワンゴ顧問
2013年１月 株式会社ドワンゴ執行役員
2014年10月 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷ

ＡＮＧＯ（現株式会社ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ）取締役
株式会社ドワンゴ取締役
(2021年６月退任）

2017年６月 カドカワ株式会社（現株式会社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ）執行役員
(2019年２月退任）

2020年７月 当社社外取締役（現任）
2021年６月 株式会社ドリームインキュベータ

社外取締役（現任）
2021年９月 ＩＡパートナーズ株式会社マネー

ジング・ディレクター
2022年６月 株式会社ダイセル社外取締役

(現任）
2023年１月 ＩＡパートナーズ株式会社取締役

(2024年４月退任）
現在の担当等
取締役会議長
報酬委員会委員

重要な兼職の状況
株式会社ドリームインキュベータ社外取締役
株式会社ダイセル社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
小松百合弥氏は、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見等を有しており、業
務執行者から独立した立場での適切な発言等、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から
監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選
任をお願いするものであります。
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候補者番号

９
むら こし あきら

村越 晃 （1958年６月27日生）

取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
指名委員会出席状況 5回/ 5回 （100％）
報酬委員会出席状況 6回/ 6回 （100％）

再任 社外

所有する当社株式の数
5,400株

取締役在任期間
３年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1982年４月 三菱商事株式会社入社
2012年４月 同社執行役員
2017年４月 同社常務執行役員
2017年６月 同社取締役常務執行役員
2021年４月 同社代表取締役常務執行役員
2022年４月 同社取締役

(2022年６月退任）
2022年６月 当社社外取締役（現任）

2023年６月 三菱商事株式会社常勤監査役
(現任）

現在の担当等
指名委員会委員長
報酬委員会委員

重要な兼職の状況
三菱商事株式会社常勤監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
村越晃氏は、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見等を有しており、業務執
行者から独立した立場での適切な発言等、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督
を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任を
お願いするものであります。

候補者番号

10
き たに やす お

木谷 泰夫 （1962年７月28日生）

取締役会出席状況 15回/ 15回 （100％）
指名委員会出席状況 5回/ 5回 （100％）
監査委員会出席状況 13回/ 13回 （100％）

再任 社外

所有する当社株式の数
5,800株

取締役在任期間
２年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社三和銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2012年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)
執行役員（2015年５月退任）

2013年７月 株式会社三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ執行役員
(2015年５月退任）

2015年６月 三菱UFJニコス株式会社常務執行
役員（2019年６月退任）

2019年６月 株式会社T&Tアド代表取締役
社長（2023年６月退任）

2023年６月 当社社外取締役（現任）
現在の担当等
指名委員会委員
監査委員会委員長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
木谷泰夫氏は、長年の銀行における豊富な経験と財務に関する幅広い知見等を有しており、業務執行
者から独立した立場での適切な発言等、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を
行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任をお
願いするものであります。
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候補者番号

11
とう した たつ ひこ

塔下 辰彦 （1956年１月14日生）
取締役会出席状況 11回/ 11回 （100％）
報酬委員会出席状況 5回/ 5回 （100％）

再任 社外

所有する当社株式の数
2,400株

取締役在任期間
１年

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1980年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2010年 4 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社執行役員
2013年４月 同社取締役（兼）常務執行役員
2016年４月 同社取締役（兼）専務執行役員
2017年４月 同社代表取締役副社長
2020年４月 同社代表取締役社長
2023年４月 同社相談役（2024年３月退任）

2024年６月 当社社外取締役（現任）
日本製罐株式会社社外取締役
(現任）

現在の担当等
報酬委員会委員

重要な兼職の状況
日本製罐株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
塔下辰彦氏は、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見等を有しており、業務
執行者から独立した立場での適切な発言等、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監
督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任
をお願いするものであります。
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候補者番号

12
わ だ ひろ み

和田 浩美 （1960年７月24日生）

新任 社外

所有する当社株式の数
0株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソ

ニック ホールディングス株式会
社）入社

2010年４月 パナソニック株式会社（現パナソ
ニック ホールディングス株式会
社）理事

2016年３月 非営利標準化団体Linux
Foundation理事

2020年８月 パナソニック株式会社 オートモ
ーティブ社（現パナソニック オ
ートモーティブシステムズ株式会
社）顧問

2021年６月 株式会社今仙電機製作所社外取締役
(2024年６月退任）
堺化学工業株式会社社外取締役
(2025年６月退任予定）

2022年 6 月 株式会社i-Golfスタジオ（現株式
会社HIROZ）代表取締役
(現任）

2022年10月 パナソニック オートモーティブ
システムズ株式会社非常勤顧問
(現任）

2023年３月 株式会社シマノ社外取締役
(現任）

重要な兼職の状況
堺化学工業株式会社社外取締役
株式会社HIROZ代表取締役
パナソニック オートモーティブシステムズ
株式会社非常勤顧問
株式会社シマノ社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等
和田浩美氏は、他の事業会社等の技術・研究部門、ＩＴ技術部門における豊富な経験に基づく幅広い
知見等を有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言等、職務を通じて経営の透明性・
公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるた
め、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦、和田浩美の６氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該

当する社外取締役（会社法第２条第15号）の候補者であります。
３．当社は、川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の５氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。また、和田浩美氏を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出る予定であります。

４．川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦、和田浩美の６氏は、当社の定める「社外取締役の独立性基準」（17頁か
ら18頁）を満たしております。

５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が会社の役員等としての業務につき行った
行為又は不作為に起因して被保険者に対し損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（損害賠償金や争訟費用
等）を填補するものであり、その保険料は全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定してお
ります。なお、各候補者の選任が承認された場合は当該保険契約の被保険者となります。

６．当社は、江上正樹、川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合、各氏との間
で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。ま
た、播磨悦、和田浩美の各氏の選任が承認された場合、各氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
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７．川上良氏は、2025年６月に三精テクノロジーズ株式会社の社外監査役に就任する予定であります。
８．小松百合弥氏は、2025年６月に東京ガス株式会社の社外取締役に就任する予定であります。
９．和田浩美氏は、2025年６月にテイ・エス テック株式会社の社外取締役に就任する予定であります。
10．本議案が承認された場合、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の構成について以下を予定しております。

指名委員会 村越晃（委員長）、川上良、木谷泰夫、鵜飼英一、播磨悦
監査委員会 木谷泰夫（委員長）、川上良、塔下辰彦、江上正樹、播磨悦
報酬委員会 塔下辰彦（委員長）、小松百合弥、村越晃、和田浩美、鵜飼英一、山本正明

（ご参考）

取締役選任基準

・心身ともに健康であること。
・高い倫理観、遵法精神を有していること。
・客観的な観点から、建設的な議論ができること。
・自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと。
・全社的、中長期的な観点から判断する能力に優れていること。
・環境、社会の変化に対する先見性、洞察力に優れていること。
・各分野における十分な実績、専門性を有していること。（経営者あるいは専門性）
・社外取締役については、（1）職務遂行に十分な時間が取れること、（2）別途定める独立性基準を満たして
いること、(3）社外取締役間の多様性が確保できること、（4）三委員会のいずれかの委員としての職務を
遂行する資質を有していること。

社外取締役の独立性基準

社外取締役は、当社グループからの独立性を確保するため、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなけれ
ばならない。

(1) 当社グループの業務執行取締役（会社法２条15号（会社法が改正された場合は改正後の条数による同様の
規定）の定義による。）、執行役、会計参与または使用人（以下「業務執行取締役等」という。）でなく、か
つ、その就任の前10年間当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。

(2) 就任時および就任の前３年間、以下に該当しないこと。
ア ① 当社の大株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む。以下同じ。）また

は大株主である組織の業務執行取締役でない取締役および業務執行取締役等
② 当社グループが大株主である組織の業務執行取締役等

イ 当社グループの主要な借入先（直近の会計年度末日時点において当社連結総資産の２％以上の負債を負
担する先をいう。）または主要な借入先である組織の業務執行取締役等

ウ 当社グループの主幹事証券会社の業務執行取締役等
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エ ① 当社グループの主要な取引先（当社グループが物品又は役務の対価として直近３会計年度のいずれ
かにおいて受け取った金額が当社グループの直近の会計年度の連結売上高の２％以上となる取引先
をいう。以下同じ。）または主要な取引先である組織の業務執行取締役等

② 当社グループを主要な取引先とする者（当社グループがその者に対して物品又は役務の対価として
直近３会計年度のいずれかにおいて支払った金額がその者の直近の会計年度の連結売上高の２％以
上となる者をいう。）またはその組織の業務執行取締役等

オ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
カ コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外取締役としての報酬以外に、当社グループ

から直近の３会計年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を受け取った者または当社グループ
から直近の３会計年度の平均で多額の金銭その他の財産（1,000万円以上または当該団体の同期間の平
均の売上高もしくは収入額の２％以上のいずれか高い方の額をいう。）を受け取った団体に所属する者

キ 当社グループから直近の３会計年度の平均で多額の寄付金（１会計年度あたり1,000万円以上をいう。）
を受け取った者または多額の寄付金を受け取った団体に所属する者

ク 当社グループと役員の相互就任の関係にある者（当社グループの役員、使用人が役員等である組織につ
いて、その組織に所属する者が当社グループの役員となる場合をいう。）

(3) 以下の者の近親者（配偶者および２親等以内の親族をいう。）でないこと。
ア 就任時に当社グループの業務執行取締役等であり、または、就任の前10年間に当社グループの業務執

行取締役等であった者
イ 第(2)号のいずれかに該当する者（重要でない使用人および所属する者は除く。）

以 上
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株主の皆様へ

株主総会資料をはじめ、
ウェブサイトで情報を
開示しています
会社法の改正に伴い、全ての上場会社に株主
総会資料の電子提供制度が適用され、本制度の
もとでは、株主の皆様は、原則インターネットを
通じて株主総会資料をご覧いただくことになって
おります。
当社では、本制度のもと、昨年6月25日開催の
定時株主総会より、「議決権行使書」、「アクセス
通知」等一部の事項を除き、原則ウェブのみで開
示しております。

A.「IR情報」の「IR資料室」に
掲載しております。

Q. ウェブ化した資料はどこで確認できる？

当社ウェブサイト トップページから「IR情報」ページに
移動後、画面右側にある「IR資料室」から「株主総
会」をご選択ください。

株主総会資料のほか、中期経営計画
や業績等の最新情報に加え、サステ
ナビリティ情報など様々な情報をウェ
ブサイトに掲載しています

「IR資料室」はこちらからアクセスしてください
https://www.ntn.co.jp/japan/investors/annual.html

A.「書面交付請求手続き」を
お願いいたします。

Q. 今後も郵送で送ってもらえないか？

上記お手続きをいただいた株主様には従来通り書
面をお送りいたします。お手続きの詳細は、左記
お問い合わせ先からご確認ください。

書面交付請求
に関する
お問い合わせ先

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-696-505
【受付時間】土日祝および12/31～1/3を除く　9：00～17：00
電子提供制度について詳しくはこちら
https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

本年の定時株主総会につきましては、事前にインターネットで
議決権を行使いただきました株主の皆様の中から、議案の賛
否に関わらず抽選で電子ギフトを贈呈いたします。
議決権行使方法の詳細は「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。

ご参考
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2024年からNTNレポート(統合報告書）をリニューアルし、これまで以
上に株主・投資家の皆様にお役立ていただける内容になりました。
当社CEOをはじめ、全執行役からのコメントや、前中期経営計画の振り
返り、新中期経営計画の概要等について紹介しています。

統合報告書2024のポイント

NTNレポート2024
https://www.ntn.co.jp/japan/
investors/annual.html

当社の技術への挑戦が“くわしくわかる”

商品開発や顧客向けのソリューション提供に挑む技術者たちの物語を
紹介しています。
NTNの企業理念である「新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国
際社会に貢献する」技術者たちの挑戦の物語をぜひご覧ください。

THE CHALLENGE
―未来を切り開く―
https://www.ntn.co.jp/japan/
the_challenge/index.html

当社の事業や成果が“ひとめでわかる”

当社グループのビジョンやグローバルネットワーク、NTN
商品が貢献する産業分野など、当社グループの事業やそ
の成果を分かりやすく紹介しています。

ひとめでわかるNTN
https://www.ntn.co.jp/japan/
corporate/special1.html

2024年から

統合報告書を
リニューアルしました

当社ウェブサイトでは、財務・非財務情報に加え、当社グループの事業や技術、強みを
分かりやすく紹介したコンテンツを随時掲載・公開しています。ぜひご覧ください。

ウェブサイトでは

様々なコンテンツで
NTNを紹介しています

ウェブで
見やすい
横型を採用

経営状況や
成長戦略が

さらに分かりやすく

事業別の
戦略が

詳しく分かる

ご参考
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事業報告

事業報告 （2024年４月１日から2025年３月31日まで)

22

1. 企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及び成果
当期における世界経済は、一部の地域において足踏みがみられたものの、持ち直しが継続しました。日本経

済については、個人消費で一部足踏みが残りましたが、設備投資、雇用情勢は持ち直しまたは改善の動きがみら
れ、景気は緩やかに回復しました。海外においては、米国経済は、通商政策等の政策動向による影響が懸念され
たものの、景気は拡大しました。中国経済は、政策効果により生産が持ち直しているものの、景気は足踏み状態
となり、アジアのその他新興国経済は、タイや韓国で景気の弱含みがみられましたが、緩やかに回復しました。
欧州経済は、英国やドイツ等一部に景気の足踏みがみられたものの、持ち直しの動きがみられました。
かかる状況下、2024年４月から開始した中期経営計画「DRIVE NTN100」Finalで掲げた「事業構造の変革

（Transformation）の加速」の継続とＮＴＮ再生の完了を目指し、生産再編を中心とする事業構造改革の実行
と、「ＳＱＣＣＤ」※の強化を通じた「稼ぐ力」の向上に注力してまいります。
※ Safety（安全）、Quality（品質）、Compliance（法令遵守）、Cost（コスト）＆Cash（キャッシュ）、Delivery
（納期）＆Development（開発）

当期の売上高は、825,587百万円（前期比1.3％減）となりました。損益につきましては、営業利益は売価転
嫁や比例費の削減等はありましたが、規模減の影響等により22,959百万円（前期比18.4％減）となりました。
経常利益は、為替差損計上の影響等により10,475百万円(前期比47.6％減)、親会社株主に帰属する当期純損失
は、特別損失の計上や税効果の影響等により23,801百万円(前期は10,568百万円の親会社株主に帰属する当期
純利益)となりました。
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セグメント別の業績につきましては、以下のとおりであります。

［ セグメント別の営業損益 ］

セ グ メ ン ト

売 上 高 営 業 利 益
外部顧客への
売 上 高
（百万円）

セグメント間
の内部売上高
（百万円）

計
（百万円）

前期比
（%）

金額
（百万円）

前期比
（%）

日 本 215,245 139,235 354,480 △2.7 11,207 △26.4
米 州 269,503 2,386 271,889 △1.6 △395 (注)
欧 州 186,328 4,188 190,517 △1.5 △4,163 (注)
ア ジ ア 他 154,510 14,046 168,557 △3.2 14,757 △6.6

計 825,587 159,857 985,444 − 21,405 −
セグメント間取引消去 − △159,857 △159,857 − 1,554 −
連 結 合 計 825,587 − 825,587 △1.3 22,959 △18.4

(注) 前期が営業損失であるため営業利益の前期比増減率を表示しておりません。
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1 日本
販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、ＯＥＭ市場向けでも産業機械向け及び自

動車向けともに減少しました。ＣＶＪアクスル事業においては、自動車のＯＥＭ市場向けでは客先需要の回復等に
より増加しました。全体としては、売上高は354,480百万円(前期比2.7％減)となりました。セグメント損益は売
価転嫁や為替の影響等はありましたが、販売規模減の影響等があり、11,207百万円のセグメント利益(前期比
26.4％減)となりました。

ご参考

2 米州
販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで増加し、ＯＥＭ市場向けでは産業機械向けで増加

し、自動車向けで減少しました。ＣＶＪアクスル事業においては、自動車の補修市場向け及びＯＥＭ市場向けとも
に客先需要の低減等により減少しました。全体としては、売上高は271,889百万円(前期比1.6％減)となりました。
セグメント損益は売価転嫁や比例費の削減等はありましたが、販売規模減の影響等があり、395百万円のセグメン
ト損失(前期は198百万円のセグメント損失)となりました。

ご参考
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3 欧州
販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、ＯＥＭ市場向けでも産業機械向け及び自

動車向けともに減少しました。ＣＶＪアクスル事業においては、自動車の補修市場向け及びＯＥＭ市場向けで客先
需要の回復等により増加しました。全体としては、売上高は190,517百万円(前期比1.5％減)となりました。セグ
メント損益は売価転嫁や比例費の削減等はありましたが、固定費の増加や販売規模減の影響等があり、4,163百万
円のセグメント損失(前期は2,227百万円のセグメント損失)となりました。

ご参考

4 アジア他
販売につきましては、軸受他事業においては、補修市場向けで減少し、ＯＥＭ市場向けでも産業機械向け及び自

動車向けともに減少しました。ＣＶＪアクスル事業においては、自動車の補修市場向け及びＯＥＭ市場向けともに
客先需要の低減等により減少しました。全体としては、売上高は168,557百万円(前期比3.2％減)となりました。
セグメント損益は比例費の削減等がありましたが、販売規模減の影響等があり、14,757百万円のセグメント利益
(前期比6.6％減)となりました。

ご参考
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事業形態別の業績につきましては、以下のとおりであります。

［ 事業形態別の営業損益 ］

事 業 形 態 外部顧客への売上高
（百万円）

営 業 利 益
（百万円）

軸 受 他 事 業 340,703 13,680

Ｃ Ｖ Ｊ ア ク ス ル 事 業 484,883 9,279

連 結 合 計 825,587 22,959

1 軸受他事業
客先需要の低減等により売上高は340,703百万円(前期比1.8％減)となりました。営業損益は売価転嫁や配賦方

法の見直しによる共通費の減少等はありましたが、販売規模減の影響等により13,680百万円の営業利益(前期比
22.7％減)となりました。

ご参考
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2 ＣＶＪアクスル事業
客先需要の低減等はありましたが、為替の影響もあり売上高は484,883百万円(前期比0.9％減)となりました。

営業損益は売価転嫁や比例費の削減等はありましたが、販売規模減の影響や配賦方法の見直しによる共通費の増加
等により、9,279百万円の営業利益(前期比11.2％減)となりました。

ご参考

（2）設備投資の状況
当期につきましては、日本では当社桑名製作所の軸受製造設備導入、和歌山製作所の軸受製造設備導入、
株式会社ＮＴＮ紀南製作所の建屋建設及び株式会社ＮＴＮ三重製作所の軸受製造設備導入等を行いました。
米州では、NTN DRIVESHAFT ANDERSON, INC.の等速ジョイント製造設備導入等を行いました。
欧州では、NTN EUROPE S.A.の建屋建設等を行いました。
アジア他地域では、NTN MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD.の太陽光発電設備導入、NTN

NEI MANUFACTURING INDIA PVT. LTD.の建屋建設及び等速ジョイント製造設備導入等を行いました。
この結果、設備投資の総額は32,162百万円となりました。

（3）資金調達の状況
当期間中は手元資金を活用し、資金調達は実施しませんでした。

（4）対処すべき課題
当社グループは、「新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国際社会に貢献する」という企業理念の実践

を通じて、世界を取り巻く社会的課題の解決に貢献し、人と自然が調和し、人々が安心して豊かに暮らせる
「なめらかな社会」の実現を目指しています。この「なめらかな社会」の実現に向けて、当社グループが優先
的に取組むべき13項目のマテリアリティを特定し、対応施策の策定を行い、その進捗状況を定期的に確認し
ています。
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昨年４月、当社は約10年後に目指す姿として、新たに「2035年度の姿と目標指標」を設定しました。ＯＥ
Ｍと補修の両輪で安定的に稼ぐ事業構造へ変革することで、景気変動下においても株主資本コストを安定し
て上回るＲＯＥの継続と、カーボンニュートラルの達成及び豊かな人づくりの実現を目指します。これらの

「経済的価値」と「環境・社会的価値」を当社グループのステークホルダーとともに向上させることで企業価
値を高め、ステークホルダーをはじめとした社会から信頼され、必要とされる企業を目指してまいります。

【中期経営計画「DRIVE NTN100」Finalの概要】
昨年４月から３年間の中期経営計画「DRIVE NTN100」Finalを開始しました。「事業構造の変革

（Transformation）の加速」という前中期経営計画の基本方針は変えず、前中期経営計画で果たせなかった
ＮＴＮの再生を完了させる期間と位置づけています。ＮＴＮの再生のために、生産再編を中心とする事業構
造改革を実行するとともに、「ＳＱＣＣＤ」の強化を通じて「稼ぐ力」の向上に注力しております。

１．基本戦略
(1)デジタル技術と経営資源の融合

ＡＩをはじめとするデジタル技術は更に進化し、ビジネスへの活用も拡大しています。それらのデジ
タル技術と当社が培った経営資源を融合し、事業構造の変革を加速することで、ＮＴＮの再生を成し遂
げます。

(2)生産再編
本中期経営計画の３年間で、事業構造改革に繋がる生産再編の企画、具体化及び実行を進め固定費圧

縮と競争力の向上を目指します。生産再編に必要な構造改革費用を確保するとともに、株主還元、債務
返済等に適切に資金を配分した上で、2035年度に向けた成長が加速できるよう成長投資、カーボンニ
ュートラル、情報化投資等に資金を振り分けます。

(3)「安全、品質、法令遵守、コスト・キャッシュ、納期・開発」に関する企業理念の定着化推進
「創業者の精神」、「企業理念」、「ＮＴＮスピリット」に代表される当社グループの企業理念体系を従

業員に定着させるため、「安全、品質、法令遵守、コスト・キャッシュ、納期・開発」の頭文字をとっ
た「ＳＱＣＣＤ」を事業運営の柱となるポリシーと位置づけ、日頃から全世界の従業員が身近な心構え
として活用できるように徹底しています。

２．事業別戦略
ＯＥＭ向け利益率向上と補修向け供給力強化を目的に、昨年４月に市場軸組織から商品軸組織へ大幅な

組織変更を行いました。これまで市場軸組織で分散していた軸受事業を集約することでＯＥＭ向けと補修
向け一体で稼ぐ事業へ変革するとともに、当社グループの売上の６割を占める自動車向け等速ジョイント
（ＣＶＪ）とアクスル軸受の利益体質の強化を図ります。
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また、持続的成長を実現するため、「新たな領域への展開」に関わる研究開発組織を集約し、「コア技術
を活かした他社優位性商品の実現」を活動軸に、マーケティングから開発、生産を一気通貫で運営する
「未来創造開発本部」を昨年４月に設置しました。市場・顧客ニーズに合致した商品・サービスの創出を加
速します。

(1)軸受他事業
自動車ＯＥＭや産業機械ＯＥＭ、補修向け等様々な市場に販売している軸受製品を、商品軸で管理す

る事業組織に集約、変更することで、ＯＥＭと補修一体で稼ぐビジネスモデルへ変革します。ＯＥＭ向
けと補修向けの生産能力の最適配分、及び資産効率の最大化を図り、事業構造の変革を進めることで、
補修向けの販売拡大と軸受事業の利益拡大を推進します。また、電動化・ＥＶ用新商品開発による利益
ある新規案件の獲得や、お客様の設備の状態監視ビジネスの拡大等、新たな領域における事業拡大を通
じて、ハードの売り切りからソフト・サービスを加えたビジネスへ変革を目指します。
また、成長分野である、次世代モビリティ・モジュール、ロボット周辺モジュール、自然エネルギー

商品を基軸に、市場ニーズに合致した、機能・品質・コストに優れたモジュール商品、ユニット商品を
開発し、新事業となる商品の創出と育成を加速します。
＜取組み状況＞

補修市場への供給強化に向けて、当社和歌山製作所や株式会社ＮＴＮ三重製作所に整備した生産ラ
インを利益率の高い補修向け製品の生産に活用するとともに、汎用品在庫即納システム「FIRST」の
完成品在庫を拡充し、世界中のお客様への迅速な納入につなげています。
産機ＯＥＭビジネスは、主力８業種を拡大、維持に分類※するとともに、新たに挑戦する業種を設

定しました。拡大業種は生産能力の強化と販売促進、維持業種は原価及び売価の改善、挑戦業種は市
場調査に基づき、ターゲット地域・顧客の選定、アプローチ等を推進しています。加えて、多面的な
顧客分析を実施のうえ重要顧客を設定し、最大利益が得られる生産能力配分を決定する仕組みの構築
に取組んでいます。
自動車ＯＥＭ向けでは、電動化・ＥＶ用として、従来より高水準の高速、低トルク、耐電食性等の

各ニーズに適応する軸受開発を進め、これらの量産を順次開始しています。
内燃機関(ＩＣＥ)車向け軸受の需要が減少する一方で、上記の高付加価値軸受やモジュール商品・

ユニット商品の開発と拡販が全体の利益改善に寄与しています。
※ 拡大業種：工作機械、回転電気(モーター)、航空・宇宙

維持業種：建設機械、農業機械、変減速機、鉄道車両、風力発電
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(2)ＣＶJアクスル事業
設計改革、調達・物流改革、事業再編に取組むことで筋肉質な事業基盤を構築するとともに、自動車

の駆動領域の要となるＣＶＪとアクスル軸受の両製品を扱う強みを活かして、電動化をはじめ新たなニ
ーズに対応した事業展開を加速します。調達・物流・もの造り改革による原価低減とグローバル供給体
制・サプライチェーン再構築等の活動を通じて技術力と価格競争力の両立を追求します。販売ではお客
様に寄り添った提案と適正価格の販売に拘り、顧客満足度と利益率の向上を図ります。また、拡大する
ＥＶ市場に対しては、大型/高角・高効率/軽量化/低フリクション化等のニーズを捉えた差別化商品の
開発とスピーディな市場への投入を行います。部品・完成品の調達・供給網再構築による利益の最大化
を目指す一方で、生産再編等を推進します。
＜取組み状況＞

ＣＶＪとアクスル軸受の利益体質を強化すべく、欧州・中国・カナダにおいて工場の統廃合等の再
編計画を既に実行段階に移しており、また米国においても2025年度より実行に移していきます。
新製品ではＣＦＪ（高効率固定式等速ジョイント）の量産が欧州でも立ち上がり、更なる販売拡大

を図るため、原価低減活動に取組んでいます。ＣＶＪアクスル事業の顧客戦略の一つであるパートナ
ーシップ強化についても順調で、国内顧客の内製ＣＶＪの引き受けが完了した他、新規プロジェクト
における新製品の共創活動や、成長市場であるインドにおける研究開発体制の強化を進めています。
一方、ＥＶシフトの鈍化やグローバル市場の景気低迷により、足元の利益改善が停滞している状況

です。急速に変化する事業環境に対応すべく昨年より継続している材料価格等のコスト上昇分を確実
に売価転嫁することを徹底するとともに、生産再編を早期に完了させることで、より強固な事業基盤
の形成を図ります。

当社グループは、「新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国際社会に貢献する」という企業理念のも
と、中期経営計画「DRIVE NTN100」Finalにおける諸施策を実施することにより、企業価値の向上に邁進
してまいります。
株主の皆様には今後ともご支援とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。
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（5）財産及び損益の状況の推移

期
区 分

第123期
(2022年３月期)

第124期
(2023年３月期)

第125期
(2024年３月期)

第126期
(当 期)

(2025年３月期)
売 上 高 （百万円） 642,023 773,960 836,285 825,587
経 常 利 益 （百万円） 6,815 12,047 20,001 10,475
親会社株主に帰属する当期純利益(△は純損失) （百万円） 7,341 10,367 10,568 △23,801
１株当たり当期純利益(△は純損失) （円） 13.83 19.53 19.91 △44.90
純 資 産 （百万円） 216,425 237,425 280,822 248,699
総 資 産 （百万円） 855,483 869,827 910,252 856,425

（注）１．第123期は、鋼材価格の上昇や固定費の増加等はありましたが、販売規模の増加等により経常利益は増加しました。
なお特別利益に有形固定資産売却益、投資有価証券売却益、特別損失に減損損失、独占禁止法関連損失を計上し、親
会社株主に帰属する当期純利益は増加しました。

２．第124期は、欧米の自動車市場向けを中心に鋼材価格の上昇や固定費の増加等はありましたが、売価転嫁や規模、為
替の影響等により経常利益は増加しました。なお特別利益に有形固定資産売却益、特別損失に減損損失、事業再編損
を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は増加しました。

３．第125期は、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響等がありましたが、売価転嫁や為替の影響等により経常利
益は増加しました。なお特別利益に有形固定資産売却益、退職給付信託設定益、投資有価証券売却益、特別損失に減
損損失、事業再編損、災害による損失を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は増加しました。

４．第126期（当期）の状況につきましては、前記1.(1)「事業の経過及び成果」のとおりであります。

ご参考 決算ハイライト
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（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率

（％） 主要な事業内容
株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｎ 三 重 製 作 所 100百万円 100 軸受の製造
株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｎ 宝 達 志 水 製 作 所 100百万円 100 軸受の製造
株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｎ 能 登 製 作 所 100百万円 100 軸受の製造
株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｎ 袋 井 製 作 所 100百万円 100 等速ジョイントの製造
株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｎ 赤 磐 製 作 所 100百万円 100 軸受の製造
NTN USA CORP.

（アメリカ） 675,475千米ドル 100 米州子会社の統括管理
NTN BEARING CORP. OF AMERICA

（アメリカ） 24,700千米ドル ※100 軸受・等速ジョイント・精密
機器商品等の販売

NTN DRIVESHAFT, INC.
（アメリカ） 128,800千米ドル ※100 等速ジョイントの製造

AMERICAN NTN BEARING MFG. CORP.
（アメリカ） 54,300千米ドル ※100 軸受の製造

NTN-BOWER CORP.
（アメリカ） 167,000千米ドル 100 軸受の製造

NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD.
（カナダ） 20,100千カナダドル ※100 軸受の製造及び軸受･等速ジョ

イント･精密機器商品等の販売
NTN do Brasil Produção de Semi-Eixos Ltda.

（ブラジル） 598,206千ブラジルレアル 100 等速ジョイントの製造及び販
売

NTN Europe S.A.
（フランス） 322,639千ユーロ 100 欧州子会社の統括管理及び軸

受の製造及び販売
NTN TRANSMISSIONS EUROPE

（フランス） 124,988千ユーロ 100 等速ジョイントの製造及び販
売

NTN Wälzlager (Deutschland) GmbH
（ドイツ） 16,200千ユーロ ※100 軸受・等速ジョイント・精密

機器商品等の販売
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) GmbH

（ドイツ） 18,500千ユーロ 100 軸受・精密機器商品等の製造
NTN BEARING-SINGAPORE (PTE) LTD.

（シンガポール） 36,000千シンガポールドル ※100 軸受・等速ジョイント・精密
機器商品等の販売

NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
（タイ） 1,311,000千バーツ ※100 軸受・等速ジョイント・精密

機器商品等の製造及び販売
恩梯恩(中国)投資有限公司

（中国） 388,547千米ドル 100
中国子会社の統括管理及び軸
受・等速ジョイント・精密機
器商品等の販売

南京恩梯恩精密機電有限公司
（中国） 180,000千米ドル ※100 軸受の製造及び販売

上海恩梯恩精密機電有限公司
（中国） 166,500千米ドル ※ 95 軸受・等速ジョイント部品の

製造及び販売
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司

（中国） 12,500千米ドル ※ 60 等速ジョイントの製造及び販
売

（注） ※印は子会社による出資を含む比率であります。
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（7）主要な事業内容
当社グループは、補修、産業機械及び自動車市場向けの軸受、等速ジョイント、精密機器商品等の製造・

販売を主たる事業内容としております。

事 業 主 要 製 品

軸 受 他

ボールベアリング、ローラベアリング、ベアリングユニット、大形ベアリング、
精密ベアリング、産業機械用等速ジョイント、滑り軸受、流体動圧軸受、パーツ
フィーダ、モビリティ・モジュール商品、ロボット周辺モジュール商品、自然エ
ネルギー関連商品、機械器具等

Ｃ Ｖ Ｊ ア ク ス ル 自動車用等速ジョイント、アクスルベアリング

（注） 事業形態につきましては、従来、「補修市場向け」、「産業機械市場向け」、「自動車市場向け」の市場別に区分しておりま
したが、当期から上表のとおり商品別に区分を変更しております。

（8）主要な事業所及び工場
① 当社

本 社 大阪市北区

国 内 生 産 拠 点
桑名製作所(三重県桑名市)、長野製作所(長野県箕輪町)、和歌山製作所（和歌山県橋
本市）、磐田製作所(静岡県磐田市)、岡山製作所(岡山県備前市)、三雲製作所（三重県
松阪市）、精密樹脂製作所（三重県東員町）

国 内 販 売 拠 点

東京支社(東京都港区)、東日本支社(東京都港区)、中日本支社(愛知県安城市)、名古
屋支社(名古屋市中区)、大阪支社(大阪市北区)、広島支社(広島市南区)、九州支社(北
九州市小倉北区)、関東自動車支社(東京都港区)、宇都宮自動車支社(栃木県宇都宮
市)、北関東自動車支社(群馬県太田市)、東海自動車支社(愛知県安城市)、西日本自動
車支社(広島市南区)

（注）１．2024年４月１日付で、東日本支社、中日本支社及び西日本自動車支社を新設するとともに、浜松自動車支社、大阪
自動車支社及び広島自動車支社を廃止いたしました。

２．連結子会社である株式会社ＮＴＮセールスジャパンへの業務移管に伴い、2025年４月１日付で、広島支社及び九州
支社を廃止いたしました。
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② 子会社

国 内 生 産 拠 点
株式会社ＮＴＮ三重製作所(三重県桑名市)、株式会社ＮＴＮ宝達志水製作所(石川県
宝達志水町)、株式会社ＮＴＮ能登製作所（石川県志賀町）、株式会社ＮＴＮ袋井製作
所（静岡県袋井市）、株式会社ＮＴＮ赤磐製作所（岡山県赤磐市）

統 括 拠 点 NTN USA CORP. (アメリカ)

海 外 生 産 販 売 拠 点

NTN BEARING CORP. OF AMERICA (アメリカ）
NTN DRIVESHAFT, INC．(アメリカ)
AMERICAN NTN BEARING MFG. CORP. (アメリカ)
NTN-BOWER CORP. (アメリカ)
NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD. (カナダ)
NTN do Brasil Produção de Semi-Eixos Ltda.（ブラジル）
NTN Europe S.A. (フランス)
NTN TRANSMISSIONS EUROPE (フランス)
NTN Wälzlager (Deutschland) GmbH (ドイツ)
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) GmbH (ドイツ)
NTN BEARING-SINGAPORE (PTE) LTD. (シンガポール)
NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. (タイ)
恩梯恩(中国)投資有限公司 (中国)
南京恩梯恩精密機電有限公司 (中国)
上海恩梯恩精密機電有限公司 (中国)
廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司 (中国)

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

21,996名 621名減
（注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含まれておりません。
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（10）主要な借入先
借 入 先 借入金残高（百万円）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 58,381

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 30,792

農 林 中 央 金 庫 28,840

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 25,000

株 式 会 社 静 岡 銀 行 16,816

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 15,500
（注） 上記のほか、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を幹事とするシンジケートローンが14,000

百万円ありますが、各借入先の借入金残高に含めておりません。
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2. 会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 1,800,000,000株
（2）発行済株式の総数 532,463,527株（自己株式 851,715株を含む）
（3）株主数 85,205名
（4）大株主

株 主 名
当社への出資状況

持株数（千株） 出資比率（％）

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 89,573 16.84

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 26,273 4.94

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 21,344 4.01

Ｎ Ｔ Ｎ 共 栄 会 17,209 3.23

Ｎ Ｔ Ｎ 従 業 員 持 株 会 13,762 2.58

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,332 2.13

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 9,328 1.75

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 9,206 1.73

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 7,901 1.48

Ｎ Ｔ Ｎ 代 理 店 持 株 会 7,442 1.39
（注）１．持株数は千株未満を切捨てて表示しております。

２．出資比率は自己株式数を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が所有する当社株
式2,186,380株は含まれておりません。
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（5）当期に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
後記3.(3)「取締役及び執行役の報酬等」に記載のとおり、当社は執行役を対象に業績連動型株式報酬制度

を導入しております。
本制度に基づき当期に交付等した株式の状況は以下のとおりであります。

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

執 行 役 568,669株 11名

（注）１．上記株式は、対象期間（2021年４月〜2024年３月）の終了に伴い、期間中の業績に基づき付与され
たポイント分について当期に株式の交付等したものであります。

２．上記株式数のうち50％相当分については、換価した上で換価処分金相当額の金銭で対象者に給付して
おります。
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3. 会社役員に関する事項

（1）取締役
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 鵜 飼 英 一 指名委員会委員
報酬委員会委員

取 締 役 宮 澤 秀 彰

取 締 役 山 本 正 明 報酬委員会委員

取 締 役 木 下 俊 平

取 締 役 江 上 正 樹 監査委員会委員

取 締 役 尾 迫 功 指名委員会委員
監査委員会委員

取 締 役 川 上 良
指名委員会委員
監査委員会委員
弁護士（弁護士法人大阪西総合法律事務所 代表社員）

取 締 役 西 村 知 典
監査委員会委員
報酬委員会委員長
ＮＴコンサル代表

取 締 役 小 松 百合弥
取締役会議長
報酬委員会委員
株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役
株式会社ダイセル 社外取締役

取 締 役 村 越 晃
指名委員会委員長
報酬委員会委員
三菱商事株式会社 常勤監査役

取 締 役 木 谷 泰 夫 指名委員会委員
監査委員会委員長

取 締 役 塔 下 辰 彦 報酬委員会委員
日本製罐株式会社 社外取締役

（注）１．取締役川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の６氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第
３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．当社は、取締役川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の６氏を、株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．監査委員長である取締役木谷泰夫氏は長年銀行において金融業務を担当した経験があり、財務に関する相当程度の知
見を有するものであります。

４．取締役江上正樹、尾迫功、木谷泰夫の３氏は、常勤の監査委員であります。当社は、監査委員会の実効性向上を図る
ため、常勤の監査委員を選定しております。

５．2024年６月25日開催の第125期定時株主総会において、新たに塔下辰彦氏が取締役に選任され、就任いたしました。
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６．当社は、取締役宮澤秀彰、江上正樹、尾迫功、川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の各氏
との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結し
ております（2025年４月１日時点）。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

（2）執行役
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
執行役社長
(代表執行役) 鵜 飼 英 一 ＣＥＯ（最高経営責任者）(兼）グループ経営本部長

執 行 役
(代表執行役) 宮 澤 秀 彰

ＣＶＪアクスル事業本部長
米州地区担当
NTN USA CORP. 取締役会長

執 行 役 市 川 博 幸 品質統括本部・複合材料商品事業部・インド地区担当

執 行 役 皆 見 章 行 ＳＣＭ戦略本部長
中国地区・生産技術本部担当

執 行 役 川 端 恭 弘 グループ経営本部副本部長
人材戦略部・人事部・総務部・法務部担当

執 行 役 木 下 俊 平 グループ経営本部副本部長
経営戦略部・ＥＳＧ推進部・カーボンニュートラル戦略推進部・内部統制推進部担当

執 行 役 孝 橋 宏 二 グループ経営本部副本部長
コーポレート・コミュニケーション部・ＩＣＴ戦略部担当

執 行 役 楯 岡 生 也 ＣＶＪアクスル事業本部副本部長（兼）事業戦略ユニット長

執 行 役 谷 尾 雅 之 軸受事業本部副本部長（兼）事業戦略ユニット長

執 行 役 中 野 賀 泰 ＣＴＯ（最高技術責任者）
研究部門・未来創造開発本部・新商品戦略部・知的財産戦略部担当

執 行 役 播 磨 悦 軸受事業本部長
アセアン･大洋州･西アジア地区・NTN KOREA CO., LTD.担当

執 行 役 山 本 正 明 ＣＦＯ（最高財務責任者）(兼）グループ経営本部副本部長
財務戦略部・経理部・欧州･アフリカ州地区担当

（注）１．鵜飼英一、宮澤秀彰、木下俊平、山本正明の４氏は、取締役を兼務しております。
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２．当期末日後の執行役の状況は以下のとおりであります。

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
執行役社長
(代表執行役) 鵜 飼 英 一 ＣＥＯ（最高経営責任者）(兼）グループ経営本部長
執 行 役
(代表執行役) 山 本 正 明 ＣＦＯ（最高財務責任者）

欧州･アフリカ州地区担当
執 行 役 市 川 博 幸 品質統括本部・複合材料商品事業部・インド地区担当

執 行 役 皆 見 章 行 ＳＣＭ戦略本部長
中国地区・生産技術本部担当

執 行 役 川 端 恭 弘 グループ経営本部副本部長
人材戦略部・人事部・総務部・法務部担当

執 行 役 菊 田 剛 グループ経営本部副本部長
財務戦略部・ＥＳＧ推進部・経理部・内部統制推進部担当

執 行 役 木 下 俊 平
グループ経営本部副本部長
経営戦略部・カーボンニュートラル戦略推進部・米州地区担当
NTN USA CORP. 取締役会長

執 行 役 孝 橋 宏 二 グループ経営本部副本部長
コーポレート･コミュニケーション部・ＩＣＴ戦略部担当

執 行 役 楯 岡 生 也 ＣＶＪアクスル事業本部長

執 行 役 谷 尾 雅 之 事業構造改革担当

執 行 役 中 野 賀 泰 ＣＴＯ（最高技術責任者）
研究部門・未来創造開発本部・新商品戦略部・知的財産戦略部担当

執 行 役 柳 田 圭 治 軸受事業本部長
アセアン･大洋州･西アジア地区・NTN KOREA CO., LTD.担当
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（3）取締役及び執行役の報酬等
① 取締役及び執行役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
固 定 報 酬 業 績 連 動 報 酬

金 銭 報 酬 非 金 銭 報 酬
基 本 報 酬 賞 与 株 式 報 酬

人 数 金 額 人 数 金 額 人 数 金 額
取 締 役
（うち社外）

149百万円
（96百万円）

8名
（6名）

149百万円
（96百万円）

−
（−）

−
（−）

−
（−）

−
（−）

執 行 役 441百万円 12名 368百万円 12名 64百万円 12名 8百万円
合 計 590百万円 20名 518百万円 12名 64百万円 12名 8百万円

（注）１．取締役を兼務する執行役については、対象となる役員の人員及び支給された報酬等は執行役の欄に記載しております。
２．賞与の額は、当期における役員賞与引当金繰入額であります。また当期に支払った前期に対する役員賞与の額は83百

万円であります。
３．株式報酬の額は、当期の業績に基づくポイントに係る費用計上額であります。なお、当該費用計上額の50％相当分に

ついては、換価した上で換価処分金相当額の金銭で対象者に給付される予定です。

② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
報酬委員会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり決定しております。
当期に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容につきましても、報酬委員会で十分審議した結果に

基づくものであり、報酬委員会は本方針に沿うものであると判断しております。

(１）報酬方針および報酬金額は報酬委員会で決定する。
(２）報酬体系

ア 取締役（執行役兼務者を除く）については、経営を監督する立場にあることから、固定報酬のみと
する（取締役会議長、各委員会の委員長及び委員報酬あり）。

イ 執行役については、固定報酬と業績連動報酬（年次インセンティブ（賞与）、中長期型インセンテ
ィブ（株式報酬））で構成する。なお、固定報酬は基本報酬、責任者報酬、代表権報酬とする。

ウ 固定報酬と業績連動報酬の割合は、概ね５：５を標準とする。
エ 固定報酬、業績連動報酬及び比率等は定期的に外部の客観的調査データ等を活用しながら妥当な水

準を設定する。
オ 年次インセンティブ（賞与）は、執行役に対し、単年度業績を反映した金銭報酬として前年度の連

結業績指標等に基づき、支給の有無と支給の場合の総額を決定する。執行役の個人別の支給額は、
支給総額の範囲内で、各執行役のＥＳＧ項目を含む重点目標施策の推進状況等を勘案して支給の有
無及びその額を決定する。賞与の算定に関わる指標は、資本効率を考慮した成長の達成度を重視す
る視点から、連結業績の投下資本利益率（ＲＯＩＣ）を基本として設定する。なお、支給は、報酬
委員会の決定を経て、年１回６月に支給する。
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カ 中長期型インセンティブ（株式報酬）は、中期経営計画の主要目標値に対する達成度に基づき当社
株式を交付（一定割合は株式を換価して金銭を給付）するものとし、中期経営計画の目標達成への
インセンティブと株主価値向上への貢献意欲を高めるとともに、自社株保有の促進を図る。中長期
の業績目標は、経営方針を勘案し重要な経営指標（営業利益率、売上高等）とする。

キ 報酬水準、報酬構成（固定報酬と業績連動報酬）等は、適時・適切に報酬委員会で議論する。

③ 業績連動報酬等に関する事項
当社では、業績連動報酬として、執行役に対し賞与及び株式報酬を支給等しております。
賞与につきましては、単年度の業績水準や各執行役のＥＳＧ項目を含む重点目標施策の推進状況を総合的

に勘案の上、報酬委員会で審議の上、個人別の支給額を決定しております。
株式報酬につきましては、当期に係る報酬の算定の基礎として使用した業績指標は、中期経営計画の重要

目標と連動した経営指標を採用しており、その内容及び当期実績は以下のとおりであります。個人別の報酬
内容は、中期経営計画で掲げる業績目標の達成度等に応じて算定されます。

業 績 指 標 実 績

連 結 営 業 利 益 率 2.8％

Ｒ Ｏ Ｉ Ｃ 2.6％

ネ ッ ト Ｄ / Ｅ レ シ オ 0.97倍

棚 卸 資 産 回 転 率 3.4回

連 結 売 上 高 8,255億円

④ 非金銭報酬等に関する事項
当社は、中長期的な業績の向上達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高め、株主の皆様と利害を共有

することを目的として、中期経営計画で示す会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い役員
報酬制度として業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board
Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）と称される仕組みを採用しております。ＢＩＰ信託
とは、米国の業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を参考にした役員に対するインセンティ
ブプランであり、ＢＩＰ信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分相当額の金銭を、中期経営計
画で掲げる業績目標の達成度等に応じて、執行役に交付及び給付するものです。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職と当社の関係
社外取締役の重要な兼職先と当社の間に特別な関係はありません。

② 当期における社外取締役の主な活動状況
氏 名 主な活動状況

川 上 良

当期開催の取締役会15回のうち15回、指名委員会５回のうち５回、監査委員会13回のうち13回に出
席しました。弁護士としての豊富な経験等に基づく幅広い知見等を活かして、業務執行者から独立し
た立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じて当社の経営の透明性・公正性を高める観点から経営
の監督を行っており、当社の持続的な企業価値向上を図るべく社外取締役として期待する役割を果た
しております。

西 村 知 典

当期開催の取締役会15回のうち15回、監査委員会13回のうち13回、報酬委員会６回のうち６回に出
席しました。なお、報酬委員会では委員長を務めました。他の事業会社での豊富な経営者経験等に基
づく幅広い知見等を活かして、業務執行者から独立した立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じ
て当社の経営の透明性・公正性を高める観点から経営の監督を行っており、当社の持続的な企業価値
向上を図るべく社外取締役として期待する役割を果たしております。

小 松 百 合 弥

当期開催の取締役会15回のうち15回、報酬委員会６回のうち６回に出席しました。なお、取締役会で
は取締役会議長を務めました。他の事業会社での豊富な経営者経験等に基づく幅広い知見等を活かし
て、業務執行者から独立した立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じて当社の経営の透明性・公
正性を高める観点から経営の監督を行っており、当社の持続的な企業価値向上を図るべく社外取締役
として期待する役割を果たしております。

村 越 晃

当期開催の取締役会15回のうち15回、指名委員会５回のうち５回、報酬委員会６回のうち６回に出席
しました。なお、指名委員会では委員長を務めました。他の事業会社での豊富な経営者経験等に基づ
く幅広い知見等を活かして、業務執行者から独立した立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じて
当社の経営の透明性・公正性を高める観点から経営の監督を行っており、当社の持続的な企業価値向
上を図るべく社外取締役として期待する役割を果たしております。

木 谷 泰 夫

当期開催の取締役会15回のうち15回、指名委員会５回のうち５回、監査委員会13回のうち13回に出
席しました。なお、監査委員会では委員長を務めました。金融機関での豊富な経験等に基づく幅広い
知見等を活かして、業務執行者から独立した立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じて当社の経
営の透明性・公正性を高める観点から経営の監督を行っており、当社の持続的な企業価値向上を図る
べく社外取締役として期待する役割を果たしております。

塔 下 辰 彦

取締役就任後に開催された当期の取締役会11回のうち11回、報酬委員就任後に開催された当期の報酬
委員会５回のうち５回に出席しました。他の事業会社での豊富な経営者経験等に基づく幅広い知見等
を活かして、業務執行者から独立した立場で適宜必要な発言を行う等、職務を通じて当社の経営の透
明性・公正性を高める観点から経営の監督を行っており、当社の持続的な企業価値向上を図るべく社
外取締役として期待する役割を果たしております。

（注） 上記の取締役会の開催数のほか、会社法第370条及び当社定款第28条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみ
なす書面決議が１回ありました。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役、執行役等を被保険者とした役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おります。
被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為または不作為に起因して被保険者に対し損害賠償

請求がなされたことにより被保険者が被る損害（損害賠償金や争訟費用等）を填補するものであり、その保
険料は全額当社が負担しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は単位未満を切捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目 当連結会計年度
(2025年3月31日現在)

前連結会計年度
(ご参考)

(2024年3月31日現在)
科 目 当連結会計年度

(2025年3月31日現在)
前連結会計年度
(ご参考)

(2024年3月31日現在)
（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
建設仮勘定
その他

無形固定資産
のれん
その他

投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
退職給付に係る資産
その他
貸倒引当金

533,861
131,517
111,962

7,583
127,160
58,713
58,493

70
39,283
△923

322,563
254,074
86,030

112,609
31,330
17,193
6,910
29,759

−
29,759
38,729
23,235
3,375
7,211
5,688
△781

562,928
130,035
120,554

7,334
136,103
65,046
63,645

61
41,287
△1,140
347,324
271,068
91,207

123,805
32,502
16,356
7,196
35,432
1,554

33,878
40,823
22,270
7,336
6,304
5,881
△969

流動負債 422,513 359,906
支払手形及び買掛金 59,104 65,462
電子記録債務 69,239 73,245
短期借入金 141,292 125,714
１年内償還予定の社債 50,000 10,000
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 22,035 −
未払法人税等 5,178 7,148
役員賞与引当金 109 116
その他 75,554 78,218

固定負債 185,213 269,523
社債 20,000 70,000
転換社債型新株予約権付社債 − 22,084
長期借入金 120,665 134,264
製品補償引当金 445 743
退職給付に係る負債 19,748 21,577
その他 24,353 20,853

負債合計 607,726 629,430
（純資産の部）
株主資本 167,501 197,253
資本金 54,346 54,346
資本剰余金 67,970 67,970
利益剰余金 46,387 75,770
自己株式 △1,202 △834

その他の包括利益累計額 65,384 67,076
その他有価証券評価差額金 97 211
為替換算調整勘定 55,544 57,533
退職給付に係る調整累計額 9,742 9,332

非支配株主持分 15,812 16,491
純資産合計 248,699 280,822

資産合計 856,425 910,252 負債及び純資産合計 856,425 910,252
（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目
当連結会計年度

(2024年４月１日から)2025年３月31日まで

前連結会計年度（ご参考）

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで
売上高 825,587 836,285
売上原価 684,221 691,008
売上総利益 141,366 145,277

販売費及び一般管理費 118,406 117,128
営業利益 22,959 28,149

営業外収益
受取利息及び配当金 1,999 1,678
持分法による投資利益 856 486
為替差益 − 1,024
デリバティブ評価益 1,219 −
その他 1,821 5,896 2,423 5,612

営業外費用
支払利息 8,968 8,519
為替差損 4,397 −
その他 5,016 18,381 5,241 13,760
経常利益 10,475 20,001

特別利益
有形固定資産売却益 747 2,333
退職給付信託設定益 − 1,540
投資有価証券売却益 − 747 690 4,564

特別損失
減損損失 11,735 4,168
事業再編損 7,171 3,119
災害による損失 − 726
独占禁止法関連損失 909 19,815 − 8,013

税金等調整前当期純利益又は税金等調整
前当期純損失（△） △8,593 16,551
法人税、住民税及び事業税 8,717 10,635
法人税等調整額 5,470 14,188 △6,252 4,383
当期純利益又は当期純損失（△） △22,781 12,168
非支配株主に帰属する当期純利益 1,019 1,599
親会社株主に帰属する当期純利益又は親
会社株主に帰属する当期純損失 （△） △23,801 10,568
（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目 当事業年度
(2025年3月31日現在)

前事業年度
(ご参考)

(2024年3月31日現在)
科 目 当事業年度

(2025年3月31日現在)
前事業年度
(ご参考)

(2024年3月31日現在)
（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
受取手形
電子記録債権
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未収入金
短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
特許権
借地権
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
繰延税金資産
前払年金費用
その他
貸倒引当金

265,760
34,505

322
6,589

74,681
35,675
21,560
4,560

39,385
76,684
1,198

△29,402
350,016
84,222
23,147
1,148

30,027
225

2,619
22,038
5,015
24,619

20
292

23,341
906
58

241,174
1,197

223,832
1,706
7,863
5,257
1,801
△484

270,504
37,862

471
6,012

84,417
35,437
22,347
4,306

41,217
62,326
1,069

△24,964
377,954
83,871
24,885
1,247

28,431
256

2,318
22,464
4,266
28,385

27
292

27,336
670
59

265,696
1,342

239,217
8,399

11,098
4,089
2,241
△692

流動負債
支払手形及び買掛金
電子記録債務
短期借入金
１年内償還予定の社債
１年内償還予定の転換社債
リース債務
未払費用
未払法人税等
預り金
役員賞与引当金
その他

固定負債
社債
転換社債型新株予約権付社債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
製品補償引当金
その他

315,631
25,570
74,870

109,476
50,000
22,035

152
17,760

479
8,628

64
6,593

159,043
20,000

−
114,260

1,269
21,793

423
1,297

250,691
26,407
78,370
95,071
10,000

−
189

19,711
2,334

13,837
83

4,686
236,339
70,000
22,084

117,170
1,407

23,427
697

1,552
負債合計 474,674 487,030
（純資産の部）
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金
繰越利益剰余金

自己株式
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

140,985
54,346
67,369
67,369
20,471
8,639

11,832
1,793

10,038
△1,202

116
116

161,198
54,346
67,369
67,369
40,316
8,639

31,676
1,866

29,809
△834
229
229

純資産合計 141,101 161,428
資産合計 615,776 648,459 負債及び純資産合計 615,776 648,459
（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目
当事業年度

(2024年４月１日から)2025年３月31日まで

前事業年度（ご参考）

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで

売上高 346,244 355,525
売上原価 290,058 293,298
売上総利益 56,185 62,227

販売費及び一般管理費 48,562 50,883
営業利益 7,622 11,343

営業外収益
受取利息及び配当金 15,270 15,895
その他 1,078 16,349 1,264 17,160

営業外費用
支払利息 6,081 4,857
貸倒引当金繰入額 4,577 935
為替差損 1,407 550
その他 1,417 13,483 1,473 7,817
経常利益 10,488 20,686

特別利益
退職給付信託設定益 − 1,540
投資有価証券売却益 − − 690 2,231

特別損失
関係会社株式評価損 9,035 −
関係会社出資金評価損 8,296 4,934
減損損失 2,600 1,905
独占禁止法関連損失 909 −
貸倒引当金繰入額 − 20,841 20,922 27,762

税引前当期純損失（△） △10,352 △4,845
法人税、住民税及び事業税 667 3,883
法人税等調整額 3,242 3,909 △4,528 △644
当期純損失（△） △14,262 △4,200
（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書
Ｎ Ｔ Ｎ 株 式 会 社 2025 年 ５ 月 19 日

取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 井 大 基

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ＮＴＮ株式会社の２０２４年４月１日か

ら２０２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、ＮＴＮ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を
監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以 上



監査報告書

会計監査人の監査報告書

50

独立監査人の監査報告書
Ｎ Ｔ Ｎ 株 式 会 社 2025 年 ５ 月 19 日

取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 井 大 基

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ＮＴＮ株式会社の２０２４年４月

１日から２０２５年３月３１日までの第１２６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以 上
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監 査 報 告 書

当監査委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第126期事業年度における取締役及び
執行役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査委員会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び執行役並びに
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

(1) 監査委員会が定めた監査委員会監査基準に準拠した監査基本計画、当期の監査方針に従い、
会社の内部統制部門及び内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等
からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業
の状況等の報告を受けました。

(2) 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について確認いたしました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社
計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業
会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する
重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は
認められません。

（2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025 年 ５ 月 20 日
Ｎ Ｔ Ｎ 株式会社 監査委員会

常勤監査委員 木 谷 泰 夫 ㊞
常勤監査委員 尾 迫 功 ㊞
常勤監査委員 江 上 正 樹 ㊞
監 査 委 員 川 上 良 ㊞
監 査 委 員 西 村 知 典 ㊞

(注)監査委員 木谷泰夫、川上良、西村知典は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定
する社外取締役であります。

以 上



本社　〒550-0003  大阪市西区京町堀1丁目3番17号
地球環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

大阪市中央区平野町
四丁目２番３号
オービック御堂筋ビル２階
「オービックホール」

TEL 06-6228-6500

地下鉄御堂筋線
「淀屋橋」駅	 徒歩 約3分

地下鉄御堂筋線・中央線
「本町」駅	 徒歩 約4分

京阪電車	京阪本線
「淀屋橋」駅	 徒歩 約7分

※ 当日ご来場の際は、公共交通機関を
ご利用くださいますようお願い申し
あげます。
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